
野菜で健康大作戦協力店登録要領 

 

平成２９年６月２１日 制定 

   平成３０年６月２０日 改正 

令和２年６月４日   改正 

            令和３年８月２４日  改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、野菜で健康大作戦協力店（以下「協力店」という。）の登録及び協力

店に対する県の支援に関し必要な事項を定めるものである。 
 
（協力店） 

第２条 県は、「野菜で健康大作戦」の趣旨に賛同し、野菜を食べようキャンペーン期間（８

月３１日から１１月３０日まで）内に、野菜摂取に対する県民の意識を高めるための自

主的な取組やＰＲを行う次の店舗（移動販売等の固定店舗を持たない形態を含む。）を

協力店として登録する。 

(1) 青森県内で野菜を販売する小売店（量販店、産地直売施設等） 

(2) 野菜を使った料理を提供する飲食店及び企業・学校・社会福祉施設等の食堂 

２ 協力店は、野菜を食べようキャンペーン期間以外の期間においても県民に野菜の摂取

を促す取組に努めるものとする。 

 

（登録の申請） 

第３条 協力店の登録を受けようとする事業者は、登録申請書（第１号様式）により知事

に申請をするものとする。 

 

（登録） 

第４条 県は、前条の申請の内容が第２条の要件に該当すると認めるときは、当該店舗を

協力店として登録し、その旨を当該事業者に通知する。 

 

（登録内容の変更・廃止） 

第５条 第４条の登録を受けた事業者（以下「協力店登録事業者」という。）は、協力店の

登録内容に変更が生じた場合には、変更申請書（第２号様式）を知事に提出するものと

する。 

２ 協力店登録事業者は、登録を廃止しようとする場合には、廃止届（第２号様式）を知

事に提出するものとする。 

 

（登録の取消） 

第６条 県は、協力店が次のいずれかに該当することとなった場合は、登録を取り消すこ

とができるものとする。 

(1) 虚偽の申請により登録を受けた場合 

(2) 第２条の要件に該当しなくなったとき 

(3) 廃業、休業又は閉店したとき 

(4) その他、公序良俗に反するなど協力店としてふさわしくないと認められたとき 

 



（登録情報の活用） 

第７条 登録申請書に記載された情報等については、「野菜で健康大作戦」の目的達成以外

の用途で使用しない。 

 

（県の支援） 

第８条 県は、協力店に対して次の支援を行う。 

(1) 県ホームページ等において、協力店として紹介すること。 

(2) 協力店に対して、ＰＲ資材（のぼり､ポスター等）を交付すること。 

(3) 協力店に対して、野菜の摂取に関する情報提供等を行うこと。 

(4) 協力店に対して、県の定める「野菜で健康大作戦」ロゴの使用を認めること。 

 

（実績確認） 

第９条 県は、協力店に対し必要に応じて取組内容及び現場の取組状況の確認調査を行う

ことができるものとする。 

２ 協力店は、前項の確認調査に協力しなければならない。 

 

（事務局） 

第１０条 本要領に基づく事務は、青森県農林水産部食の安全・安心推進課が行う。 

 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要領は、平成２９年６月２１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成３０年６月２０日から施行する。 

 

附則 

この要領は、令和２年６月４日から施行する。 

 

附則 

この要領は、令和３年８月２４日から施行する。 

  

 

 



第１号様式（第３条関係） 

令和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

                 郵 便 番 号 

                 住    所 

             申請者  名 称 

              代表者職・氏名                             

 

野菜で健康大作戦協力店登録申請書 

 

野菜で健康大作戦協力店として登録を受けたいので、野菜で健康大作戦協力店登録要領

第３条の規定により申請します。 

 

(協力店としての取組) 

区 分 内容 取組時期 

野菜の摂取量

増加に向けた

店頭での啓発

活動 

 

※該当する□内に

”レ”を付けて

ください。 

□県が配布するポスターやのぼり、リーフレット等で野菜の摂取を

呼びかける 

□店舗独自で作成したポップ表示等で野菜の摂取を呼びかける 

□野菜で健康大作戦ロゴ注をチラシに掲載し、野菜の摂取を呼びかけ

る 

□野菜がたくさん食べられる料理を、レシピや試食などで紹介する 

□独自にミニ講座などを開催し、野菜の摂取を呼びかける 

□野菜がたくさん食べられる料理の提供に努める 

□その他独自の取組 

・（                          ） 

□通年 

□野菜を食べ

ようキャン

ペーン期間

中（8月31日

～11月30日） 

□その他 

 （    ） 

その他の啓発

活動 

□野菜料理教室   □野菜の産地見学 

□野菜の収穫体験  □その他  

 

担 当 者 

所属部署・職名   氏   名    

電話番号  FAX番号  

E - m a i l  

店舗情報 

店 舗 名  

所 在 地 〒 

電話番号   

※ 同一会社で複数店舗がある場合は、下記に記入するか支店一覧などを付してください。 
※ 野菜で健康大作戦のロゴは、店舗チラシやポップなどに使用できるようデータを配布します。 
 

〔店舗情報 追加記入欄〕 

店舗名  

所在地 〒 

電話番号  



第２号様式（第６条関係） 

令和  年  月  日 

 

青森県知事 殿 

 

野菜で健康大作戦協力店変更申請書（廃止届） 

 

 

                  郵 便 番 号 

 

                  住    所 

 

         協力店登録事業者  名 称 

 

               代表者職・氏名             印                  

 

 

野菜で健康大作戦協力店としての登録内容に変更があります（登録を廃止したい）ので、

野菜で健康大作戦協力店登録要領第６条の規定により下記のとおり申請（届出）します。 

 

 

変更(廃止) 

事    由 

 

内    容 

 

事由発生日 

 

備   考 

 

 


